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福島県商工労働部雇用労政課 

 

 

●福島県の最低賃金 

１ 地域別最低賃金  １時間当たり  ８ ５ ８ 円  （令和４年１０月６日～）   

２ 特定（産業別）最低賃金  ※県内の以下の産業で働く労働者に適用されます。 

① 輸送用機械器具製造業 
９１６円 

（令和４年１２月２４日～） 

② 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業（医療用計

測機器製造業（心電計製造業を除く。）を除く。） 

８８０円 

（令和４年１２月３０日～） 

③ 非鉄金属製造業 
９１２円 

（令和５年１月１日～） 

④ 計量器 ・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、

眼鏡製造業 

８８９円 

（据置） 

⑤ 自動車小売業（二輪自動車小売業（原動機付き自転車を含む）を除く。） 
９２２円 

（令和４年１２月１８日～） 

 

●賃金台帳 

必須記載事項は、氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数、休日労働時間

数、基本給、手当その他賃金の種類毎にその額となります。 

また、賃金の一部を控除した場合にはその額の記載が必須となります。 

※使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によります。 

ア) 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。 

イ) タイムカード、IC カード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。 

●割増賃金 

使用者は、労働者に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合には、法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃金を

支払わなければなりません。割増賃金の基礎となるのは、所定労働時間の労働に対して支払われる「１時間当たりの賃金額」です。以下の

①～⑦は基礎となる賃金から除外できますが、これらに該当しない賃金は全て算入しなければなりません。例えば、除染などの作業を行う

労働者に対する割増賃金は、除染手当を算定基礎に含めて計算しなければなりません。 

①家族手当（扶養家族の人数またはこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当）、②通勤手当（通勤距離または通勤に

要する実際費用に応じて算定される手当）、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当（住宅に要する費用に応じて算定される手

当）、⑥臨時に支払われた賃金、⑦１か月を超える期間ごとに支払われる賃金 

時間外労働に対しては２５％以上、休日労働に対しては３５％以上、深夜労働に対しては２５％以上、時間外労働且つ深夜労働の

場合は５０％（２５％＋２５％）、休日労働且つ深夜労働の場合は６０％（３５％＋２５％）の割増賃金を支払う必要があります。 

※法定労働時間を超えて、または法定休日に労働させる場合には、「時間外・休日労働に関する協定」（３６協定）を締結し、労働基

準監督署に届け出る必要があります。また、時間外や休日に労働させる場合は、３６協定の範囲内とする必要があります。 

●休業手当 

使用者の責任で労働者を休業させた場合は、平均賃金の６割以上の休業手当を支払う必要があります。 

●年次有給休暇 

採用から６か月継続勤務し、所定労働日の８割以上を出勤した労働者には 10 日の有給休暇を与え、その後、１年を経過するごとに、

勤続年数に応じた日数を与える必要があります。 

※パート・アルバイト従業員も有給休暇の付与対象です。 

〇上記制度の詳しい内容につきましては福島労働局、もしくは各労働基準監督署にお問い合わせください。 

雇用労政課から賃金関係法令についてのお知らせ 

 



※チェックシートの提出は不要ですが、場合により提出を求めることがあります。

はい いいえ

１ 労働条件の明示　（雇用契約書、労働条件通知書　等）

（１）

　　 a　必ず明示しなければならない事項

①労働契約期間、②有期雇用の場合の更新の有無・更新基準、③就業場所・業務内容、④
始業終業の時刻、所定時間外労働の有無、休憩・休日・休暇に関する事項、⑤賃金の決定・
計算・支払方法・締切及び支払の時期、昇給、⑥退職事項（解雇事由含む）

　 ｂ　定めた場合に、明示しなければならない事項

①退職手当に関する事項、②臨時に支払われる賃金、③賞与、④安全衛生　等

２ 就業規則

（１）
常時10人以上の労働者を使用している場合、就業規則を作成し、労働者代表の意
見書を添付して、労働基準監督署に届け出ている。【労基89条】
　※常時使用する労働者が10人未満であっても作成することが望ましい。

３ 変形労働時間制

（１）
１か月単位の変形労働時間制を導入している場合、就業規則等への定め又は労
働基準監督署への届け出を適正に行っている。【労基32の2】

（２）
１年単位の変形労働時間制を導入している場合、労使協定及び労働基準監督署へ
の届け出を適正に行っている。【労基32の4】

４ 労働時間／時間外及び休日の労働

（１） 所定労働時間は、週40時間、1日8時間以内である。【労基32条】

※特例措置対象事業場（常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業、保健衛生
業、接客娯楽業）では、週44時間以内。【労基規則25条の2】
※1か月の変形労働時間制の場合、1か月の所定労働時間が法定上限（ 40時間（※1）×1
か月の歴日数÷7 ）以下である。 ※1：特例措置対象事業場においては44時間。

（２）
時間外労働・休日労働は、あらかじめ労働者代表と締結し労働基準監督署に届け
出た労使協定の範囲内で行わせている。【労基36条】

（３）
1日の労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩
時間を保障している。【労基34条】

（４） 休日は、毎週1回または4週を通じて4回以上確保している。【労基35条】

（５） すべての労働者に法定の年次有給休暇を与えている。【労基39条】

５ 賃金

（１）
賃金は通貨で、直接（口座振込も可）労働者に、毎月1回以上、定期に全額を支
払っている。【労基24条、労基規則7の2】

（２）
すべての労働時間について、（地域別・産業別ともに）最低賃金額以上の賃金を支
払っている。【最賃4条】

（３）
法定労働時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働をさせたときは、それ
ぞれ25％、35％、及び25％以上の割増賃金を支払っている。【労基37条】

（４）
労働者を会社の都合により休業（自宅待機等）させた場合、平均賃金の60％以上
の休業手当を支払っている。【労基26条】

６ 保険加入

（１） 社会保険及び労働保険の加入手続きを適正に行っている。【雇用保険法等】

７ その他

（１）
就業規則・労使協定等を職場に備え付けるなどの方法により労働者に周知してい
る。【労基106条、労安101条】

（２） 労働基準法、労働安全衛生法等、労働関係法令を遵守している。

労 働 条 件 チ ェ ッ ク シ ー ト

項目

労働者に対し、労働基準法等で定める労働条件を書面で明示（交付）している。（以下、a、ｂ参照）
【労基15条、労基規則5条】

このチェックシートは、使用者が労働関係法令の遵守状況を自ら点検・確認するためのものです。

本助成金の申請に当たっては、このチェックシートを活用し法令等の遵守を確認のうえ、申請くだ

さるようお願いいたします。

（注：労基＝労働基準法、労基規則＝労働基準法施行規則、労安＝労働安全衛生法、

最賃＝最低賃金法）


